
福祉サービス第三者評価情報公表要領 

福祉サービス第三者評価機関認証要綱（平成１４年５月１０日付１４財事業９

２号）（以下「要綱」という。） 第２条第１５号から第１９号に規定する評価結

果等の情報の公表について以下のとおり定める。 
 
（公表の目的） 
第１ 福祉サービスに関する利用者の選択、質の向上に向けた事業者の取り組

み、事業の透明性の確保に資するため、第三者評価結果等の情報を公表す

る。 
 
（公表内容） 
第２ 東京都福祉サービス評価推進機構（以下「機構」という。）は、前条に定

める目的を果たすため、評価機関が要綱第２条第１４号に定められた様式

等により、機構に報告した内容等に基づき、別表１に定める評価結果情報、

評価機関情報、評価者情報を公表する。 
ただし、個人情報保護の観点から、評価結果情報における利用者調査回

答数２以下の場合の回答結果等、並びに評価機関及び評価者情報における

評価者氏名については、公表しないものとする。 
２ 機構は、前項に定める情報の他、必要な情報を公表することができる。 

 
（公表方法） 
第３ 前条に定める情報の公開は、公益財団法人東京都福祉保健財団が運営す

るホームページ「とうきょう福祉ナビゲーション」への掲載により行う。 
 
（公表手続等） 
第４ 第２第１項に定める評価結果情報は、評価機関が事業者へのフィードバ

ック終了後３０日以内に機構に提出するものとする。機構は、評価結果情

報が提出されてから原則として３０日以内に公表するものとする。 
２ 評価結果情報は、評価機関による、当該事業者の公表の同意の確認を経

た上で公表するものとする。ただし、事業者の公表の同意を得られなかっ

た場合には、別表２に定めるとおり公表するものとする。 
  ３ 公表に関して評価機関が機構に提出する評価結果報告書等の詳細は、別

表３に定める。 
４ 第２第１項に定める評価結果情報及び評価機関、評価者情報は、原則と

して評価機関から報告された内容を加除修正することなく公表するものと

する。 
ただし、公序良俗に反する内容、公表により当該事業所を利用する利用

者及び関係者に著しく悪い影響を与える内容等、本制度の趣旨に照らしふ

さわしくないものと認められる場合には、機構は、情報の訂正並びに削除

を行うことができる。 
 
 



５ 前項の措置を行う場合に、機構は必要に応じて調査を行うことができる。 
 
（個人情報の保護） 
第５ 公表する内容は、別に定める「公益財団法人東京都福祉保健財団個人情

報の保護に関する規程」に基づき、保護・管理するものとする。 
 
（公表期間） 
第６ 評価結果情報については、当該評価に使用した共通評価項目の年度を含

み、６年目に該当する年度の末日まで公表するものとする。 
 
 
附則 本要領は平成１６年４月１日から施行する。 
 
附則 本要領は平成１７年６月１日から施行する。 
 
附則 本要領は平成 1９年３月８日から施行する。 
 
附則 本要領は平成２０年４月１日から施行する。 
 
附則 本要領は平成２１年４月１日から施行する。 
 
附則 本要領は平成２２年１０月１日から施行する。 
 
附則 本要領は平成２４年４月１日から施行する。 
 
 

平成１７年６月１日  一部改正 
 

平成 1９年３月８日  一部改正 
 

平成 1９年１２月１３日  一部改正 
 

平成２１年３月１９日  一部改正 
 

平成２２年９月２４日  一部改正 
 

平成２４年３月１４日  一部改正 



別表１ 
(１) 事業者情報 

区分 公表内容 
事業者が大切にしてい

る考え 
①事業者が大切にしている考え（事業者の理念・ビジョン・使命

など）のうち、特に重要なもの（上位５つ程度）を簡潔に記述 

期待する職員像 
①職員に求めている人材像や役割 
②職員に期待すること（職員に持って欲しい使命感） 

事業者のコメント＊ ①事業者のコメント 
(注)＊については、評価を実施した事業者によって記入される情報である。 
 
 (２) 評価結果情報 

区分 公表内容 

評価講評 

①評価実施期間等評価の概要に関する項目 
②評価結果全体の講評に関するコメント 
（特に良いと思う点・さらなる改善が望まれる点） 
③評価を実施した評価機関・評価者に関する情報等 

利用者調査 
①利用者調査実施期間等概要に関する項目 
②共通評価項目に対する回答内容 
③利用者調査全体に関するコメント 

事業評価 
①事業評価実施期間等概要に関する項目 
②共通評価項目に対する評点 
③共通評価項目に関するコメント等 

 
(３) 評価機関情報 

区分 公表内容 
基本情報 ①認証番号 

②評価機関名、代表者、所在地等 
③当初認証年月日等 

所属評価者 ①主たる所属評価者 
②従たる所属評価者 

評価手法や評価実績等

に関する情報 
 

①標準的な評価の流れ 
②料金表 
③苦情窓口、第三者評価以外の主な業務等 
④評価実績 

評価機関の自己申告に

よる情報 
①PR 欄 
②対応可能な評価分野 
③評価者募集状況等 

 
(４) 評価者情報 

区分 公表内容 
基本情報 ①評価者養成講習修了者番号 

②所属評価機関名等 



評価実績に関する情報 ①評価実績件数 
研修受講実績に関する

情報 
①フォローアップ研修受講実績等 

評価機関の自己申告に

よる情報 
①評価に関連する主な経歴 
②現職 
③評価に関連する主な資格等 

 
別表２ 
 公表区分 表示内容 

一部不同意 

別表１(１)で規定する区分のう

ち、不同意となった事項が含ま

れる区分を除くすべての区分

を公表する。 

不同意となった事項が含まれる区分に

ついて、第４第２項の規定に基づき、

「この評価結果は、事業者の同意が得

られなかったため、公開されていませ

ん」と表示する。 

全部不同意 ――― 

第４第２項の規定に基づき、「この評価

結果は、事業者の同意が得られなかっ

たため、公開されていません」と表示

する。 
 
別表３ 
 すべての項目を記載した評

価結果報告書 
不同意部分の結果を除い

た評価結果報告書 
公表不同意の

理由書＊ 
紙媒体 電子媒体 紙媒体 電子媒体 

公表同意 ○ ○ ――― ――― ――― 

一部不同意 ○ ○ ○ ○ ○ 

全部不同意 ○ ○ ――― ――― ○ 
（注）＊については、公表不同意の理由書は、事業者が機構宛に作成するものであり、評

価機関が評価結果報告書と共に機構に提出する。 


